
仕
事
の

【運輸部】

トラックの「Ｇマーク」を
ご存知ですか？ No.18
～県内で「Ｇマーク」を認定された事業所は98事業所あります～

　
荷
主
や
利
用
者
が
よ
り
安
全
性
の
高
い
ト

ラ
ッ
ク
事
業
者
を
選
び
や
す
く
す
る
た
め
、
公

益
社
団
法
人
　
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
が
、
安

全
性
の
評
価
を
実
施
し
、
認
定
し
て
い
る
制
度

で
平
成
15
年
か
ら
は
じ
ま
って
い
ま
す
。

　
認
定
を
受
け
た
事
業
者
の
ト
ラ
ッ
ク
に
は
、

「
G
マ
ー
ク
」
の
ス
テ
ッ
カ
ー
が
貼
ら
れ
て
い
ま

す
。

　（
荷
台
全
体
を
G
マ
ー
ク
で
ラ
ッ
ピ
ン
グ
し
て

い
る
ト
ラ
ッ
ク
も
あ
り
ま
す
。）

　
G
マ
ー
ク
の
認
定
を
受
け
る
た
め
に
、
全
38

項
目
に
わ
た
って
審
査
（
評
価
）
さ
れ
ま
す
。 

　
次
の
①
〜
④
を
す
べて
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

　
①
評
価
点
数
（
1
0
0
点
満
点
）
の
合
計

が
80
点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
②
次
の
3
つ
の
テ
ー
マ
ご
と
の
評
価
点
数
が

そ
れ
ぞ
れ
次
の
点
数
（
基
準
点
数
）
以

上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
a
） 

安
全
性
に
関
す
る
法
令
遵
守
状
況
：

32
点
（
40
点
満
点
）

　
　
b
） 

事
故
や
違
反
の
状
況
：
21
点
（
40

点
満
点
）

　
　
c
）
安
全
性
に
対
す
る
取
組
の
積
極
性
：

12
点
（
20
点
満
点
）

　
③
法
令
に
基
づ
く
認
可
申
請
、
届
出
、
報

告
な
ど
の
手
続
き
が
適
正
に
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

　
④
社
会
保
険
、
労
働
保
険
へ
の
加
入
が
適

正
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
昨
年
12
月
時
点
で
、
沖
縄
県
内
の
G
マ
ー
ク

認
定
事
業
所
は
98
事
業
所
で
す
。（
県
内
全
事

業
者
の
約
10
・
3
％
）

G
マ
ー
ク
制
度

　（貨
物
自
動
車
運
送
事
業
安
全
評
価
事
業
）
と
は

県
内
の
認
定
状
況

認
定
要
件

最
後
に

　
沖
縄
総
合
事
務
局
も
「
G
マ
ー
ク
制
度
」

を
推
奨
し
て
お
り
ま
す
。

　
安
全
性
に
優
れ
た
ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
を
選
ぶ

目
安
と
し
て
「
G
マ
ー
ク
」
を
ご
活
用
下
さ
い
。

“Ｇ”の由来は、
「良い」（Ｇｏｏｄ）、
「繁栄」（Ｇｌｏｒｙ）の
頭文字を取ったもの。

今回認定するＧマーク
事業所が表示するものから、

有効期限などが
見やすくなります。

可搬式ナンバー自動読取装置

仕
事
の

【運輸部】

車検切れ
運行車両対策に新装置 No.17
～可搬式「ナンバー自動読取装置」導入～

（
参
考
）「
車
検
切
れ
車
両
」
に
対
す
る
国
土

交
通
省
の
取
組
み

　
車
検
切
れ
車
両
に
よ
る
運
行
は
安
全
上
の
問

題
が
あ
る
ほ
か
、
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保

険
（
強
制
保
険
）
が
切
れ
て
い
る
可
能
性
も
高

い
こ
と
か
ら
、
国
土
交
通
省
で
は
無
作
為
に
抽

出
し
た
車
検
切
れ
車
両
の
ユ
ー
ザ
ー
に
対
し
て

注
意
ハ
ガ
キ
を
送
付
、
国
土
交
通
省
H
P
に
お

け
る
通
報
窓
口
の
設
置
な
ど
を
行
って
い
ま
す
。

（
無
車
検
車・無
保
険
（
共
済
）
車
通
報
窓
口：

http://w
w
w
.m
lit.go.jp/jidosha/

jidosha_tk5_000012.htm
l

）

　
運
輸
部
車
両
安
全
課

0
9
8
ー
8
6
6
ー
1
8
3
7

実 施 時 期：平成30年11月～
平成31年2月

実 施 回 数：6回(5箇所)
読 取 台 数：3,583台
車検切れ車両数：13台
車検切れ運行率：0.36%

平成30年度 実施
　
沖
縄
総
合
事
務
局
で
は
、
警
察
な
ど
の
関

係
機
関
と
連
携
し
、
可
搬
式
「
ナ
ン
バ
ー
自
動

読
取
装
置
」
を
導
入
し
た
街
頭
検
査
を
初
め

て
実
施
し
ま
し
た
。

　
当
該
装
置
は
、
道
路
を
運
行
す
る
車
両
の

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
情
報
を
読
み
取
る
と
と
も

に
、
こ
れ
を
車
検
証
情
報
と
照
合
し
、
車
検

切
れ
運
行
車
両
を
確
認
す
る
装
置
で
す
。

　
平
成
30
年
度
は
当
該
装
置
を
導
入
し
た
街

頭
検
査
で
確
認
さ
れ
た
車
検
切
れ
運
行
車
両

13
台
の
ド
ラ
イ
バ
ー
に
対
し
て
警
告
書
を
交
付

し
、
直
接
指
導
を
行
い
ま
し
た
。

　
今
後
も
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
当
該

装
置
を
使
用
し
た
街
頭
検
査
の
実
施
回
数
を

増
加
し
、
更
な
る
車
検
切
れ
運
行
車
両
の
排

除
に
努
め
て
参
り
ま
す
。
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